
起　案　 用　 紙他　 禾　 川　 叭 処理期限 年　　 月　　 日

決裁区分 甲　　 乙　　 丙　 ⑦ 保存期間 永久　 ・　１０年　 ・（回り　 ・　 １年

市　　　 長 副　市　長 起　　　案 平成２６年　１月２７日

決　　　裁 平軋び 年 ／月ミフ日

施　　　 行 平成ぇど年　/月２７日
文書番号 武市観　　　第　215　 号

部長　　　　　課長　　　　　課長補佐･室長･係長　　　　　係(41J4W)

⑤　　　 ⑤　 ⑤ 借

起 案 者 氏 名

祖尾ブル
合 議 部 部　　 長 合 議 課 課　　 長 課長補佐・室長・係長 室・係員

「案 内横 断 幕 等 の 購 入 」 の契 約 締 結 につ い て （伺 ）

下記購入に係る契約を別表のとおり締結してよろしいか伺います。

記

予 算 科 目 款　　07　 項　　01　　 目　　03　　 事業コード　　01　 節　11

工事・業務名 案内横断幕等の購入

業 務 場 所 武雄市内

請 負 業 者

北方看板センター　　　　　　　　　　　　　　　 西村　 晃

武雄市北方町大字志久5  8 3  7-3

請　　負　　額 837,900 円(内消費税等　　　　　　39,900 円)

期　　　　　間

着工　契約締結の日

竣工　 平成２６年　 ３月２８日

関　係　書　類 別紙のとおり

武　 雄　 市



物　品　売　買　契　約　書（案）

買 主武雄市（以下「甲」とい う。） と北方看板センター（以下「乙」とい う。）との間におい

て武雄市財務規則 （平成１８年 ３月１日武雄市規則第４５号） の規定 にもとづき物品の売

買につき次の条項により契約を締結する

第 １ 条　 こ の 契 約 の 要 項 は 、 次 の と お り と す る 。

( １) 品 名 、 品 質 及 び 数 量 等 ・　　・　　・　　・　別 記 の と お り と す る
Ｏ

(2) 売 買 代 金 ●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　　　　　　8 3  7,  9  0  0 円

( う ち 消 費 税　　　　　 ３ 9,  9  0  0 円)

( ３) 納 入 期 限 等 ・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　●　　・　仕 様 書 の と お り と す る

( ４) 納 入 場 所 等 ・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　●　　・　仕 様 書 の と お り と す る

( ５) 契 約 保 証 金 ●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　免 除

第２条　乙は、この契約を履行し目的物の引渡しをしようとするときは、目的物が登録、

許可又は検査を要するものはその終了後とし、甲の目的物引取後直ちにその使用を可能

な状態にして甲に通知し、甲の検査及び確認を受けなければならない。

２　前項の甲の検査及び確認は、物品を納入するとき乙の立会いのもとに行うものとする。

ただし、技術的理由その他により検査等に期日を要するものについては、納入の日から

１０日以内に行うものとする。

３　乙は、目的物の引渡前に当該目的物が法令その他により登録、許可又は検査を要する

場合は、登録、許可又は検査前に甲に協議の上甲に内示を求め、その手続きを完了しな

ければならない。目的物が据付けその他附帯工事を伴うときは、乙は、甲の監督指示を

受けこれに従わなければならない。

第３条　前条の規定による甲の検査に合格しないものがあったときは、乙は、甲の指定す

る期限内に取り替え、又数量等に不足部分があるときはこれを追納し、さらに甲の検査

をうけなければならない。この場合第７条の規定に従い、乙は、甲に違約金を支払うも

のとする。

第４条　第２条第２項に規定する検査までの間に起こった損害は、甲の責任に基づくもの

のほか、乙の負担とする。ただし、甲の不注意又は天災地変その他やむを得ないものと

甲が認めた場合においては、甲は、乙の負担を免除することができるＯ

第５条　乙が第２条及び第３条の規定により目的物を甲に納入するに必要なすべての費用

は、乙の負担とする。

第６条　乙が納入した物品が１年以内に甲の不注意によることなく破損し又は故障を生じ

たとき、若しくは隠れた瑕疵を発見したときは、甲は、取替え又は補修の要求をするこ

とができるものとする。この場合費用は乙が負担し、甲が指定する期限内に行なわなけ

ればならない。もし乙がこれを行わないときは、甲がこれを代行し、その費用は乙が負

担するものとする。

第７条　乙が納入期限内に契約の履行を行わないときは、乙は、甲に対し違約金を支払う

ものとする
Ｏ

この場合の違約金は、期限の翌日から起算し１ 則こつき未納物品の代金に

対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24 年法律第256 号）第８条に規定

する率で計算した金額を支払います
Ｏ



第８条　乙は、天災地変、その他特別の事由によって納入期限の履行ができないときは、

乙は、遅延理由の発生後直ちに甲に対し履行の延期を要求することができる。この場合

甲が正当と腮めたときは、その日数に限り乙の違約金の支払を免除することができるも

のとする。

第９条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、任意にこの契約を解

除し契約保証金を取得することができるものとする。この場合甲は、乙の既納の目的物

を現状有姿のままで乙に返還するほか何等補償の義務を負わないものとし、乙は、これ

について一切異議なきものとする。

（１）特別の理由がなく、納入期限内に契約の履行ができる見込みがないとき又は契約を

履行しなかったとき。

（２）乙に誠意がなく、完全に契約を履行する見込みがないとき。

（３）納入に関し不正の行為があったとき。

（４）乙が次のいずれかに該当するとき。

（ア）役員等（乙が個人である場合にあってはその者を、乙が法人である場合にあって

はその法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいうＯ）が暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成 ３年法律第７７号
Ｏ

以下「暴対法」

という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という
Ｏ
）の構成員（暴

対法第２条第６号に規定するもの。以下「暴力団員」という。）であると認められる

とき。

（イ）暴力団員でなくなった日から５年を経過しないと認められたとき。

（ウ）自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目

的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

（エ）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的

若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者と認められると

き。

（オ）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者と認められる

とき。

（カ）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者と認められる

とき。

（キ）前各号のいずれかに該当する者が乙の経営に実質的に関与していると認められる

とき。

（５）その他この契約に違反したとき。

第１０条　乙は、第７条及び前条に定めるもののほか、第１条に定める期日及び|ﾖ的物に

ついて、甲の買入目的を阻害し甲に損害を与えたときは、自己の責務において第７条に

定める違約金のほか該当目的物の購入にかかる国庫、県その他からの補助金、交付金、

負担金、寄付金等の甲の収支予定額その他損害額に相当する以上の甲の定める損害賠償

額を甲に支払わなければならない。

第１１条　売買代金は、甲の検査完了後乙が適正な請求書を提出した日から３０１ﾖ以内に

甲は武雄市役所において乙に支払うものとする。

第１２条　甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙と協議の上契約を変更し又は

解除することができる。

（１）行政目的上やむを得ないと認めるとき。



（２）物品の品質、規格等について使用に適しないと認めたときＯ

第１３条　甲は、契約保証金の還付について乙が契約を完全に履行した後、武雄市財務規

則の規定により直ちに還付するものとする。

２　契約保証金には利息は付さない。

第１４条　乙は、甲の承認を得ないでこの契約に関する権利義務を他に譲渡し又はその履

行を委任し及び請け負わせ、並びに担保に供することはできない。

第１５条　前各条に定めるもののほか契約の履行について必要な事項は、武雄市財務規則

の定めるところによる。

第１６条　この契約について疑義を生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。

上記契約の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各１通を保有する。

平成　　年　　月
日

甲

乙

佐賀県武雄市武雄町大字昭和１番地１

武雄市長　　樋渡　啓祐

佐賀県武雄市北方町志久5  8 3 7 番地３

北方多看板センター　西村 晃



物　品　名

銘柄、型式

規格、構造

形状、寸法

数量 単　価 金　　額 備　考

横断幕 6000×900 ７ 31,500 220,500

駅構内看板 5000×600 １ 31,500 31,500

懸垂幕 900×6000 ２ 31,500 63,000

設置撤去（簡易） ５ 5,250 26,250

//　（野立て） ４ 52,500 210,000

のぼり旗 1800×450 100 1,281 128,100

旗さお 100 367.5 36,750

副賞パネル １ 8,400 8,400

捨て看板 1500×450 100 1,134 113,400

合　　計 837,900



１

案内横断幕等の購入に係る仕様書

納入期限

契約締結後～平成２６年２月２１日

２。撤去期限

平成２６年３月２４日～平成２６年３月２８日

３。納入場所

横断幕（6000 ×900 ）

横断幕（5000 ×600）

懸垂幕（900×6000 ）

のぼり旗（1800 ×450)

旗さお

副賞パネル

捨て看板（1500 ×450)

４。撤去場所

横断幕（6000 ×900）

樹断幕（5000×600）

懸垂幕（900×6000 ）

武雄市役所（本庁）３階ベランダ

山内支所

北方支所

かわのぼり保育園

武雄温泉駅北口駐車場

旧ＪＡ若木支所駐車場

武雄市図書館植栽

武雄温泉駅観光案内所市民ギャラリー

武雄温泉物産館

武雄市観光課

武雄市観光課

若木ゴルフ

若木公民館

武雄市役所（本庁）３階ベランダ

山内支所

北方支所

かわのぼり保育園

武雄温泉駅北口駐車場

旧ＪＡ若木支所駐車場

武雄市図書館植栽

武雄温泉駅観光案内所市民ギャラリー

武雄温泉物産館



―

―

物　品　売　買　契　約　書

買主武雄市（以下「甲」とい う
Ｏ
）と北方看板センター（以下「乙」とい う。） との間におい

て武雄市財務規則 （平成1ヽ8年３月１ 日武雄市規則第４ ５号） の規定にもとづき物品の売

買につき次の条項により契約 を締結する

第 １ 条　 こ の 契 約 の 要 項 は 、 次 の と お り と す る
Ｏ

(1) 品 名 、 品 質 及 び 数 量 等 ・　　・　　・　　・　別 記 の と お り と す る 。

( ２) 売 買 代 金 ●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　　　　　　8 3  7,  9  0  0 円

( う ち 消 費 税　　　　　 ３ 9,  9  0  0 円)

( ３) 納 入 期 限 等 ・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　仕 様 書 の と お り と す る

( ４) 納 入 場 所 等 ・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　仕 様 書 の と お り と す る

( ５) 契 約 保 証 金 ●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　免 除

第２条　乙は、この契約を履行しFI的物の引渡しをしようとするときは、目的物が登録、

許可又は検査を要するものはその終了後とし、甲の目的物引取後直ちにその使用を可能

な状態にして甲に通知し、甲の検査及び確認を受けなければならない。

２　前項の甲の検査及び確認は、物品を納入するとき乙の立会いのもとに行うものとするＯ

ただし、技術的理由その他により検査等に期日を要するものについては、納入の日から

１０日以内に行うものとする。

３　乙は、目的物の引渡前に当該目的物が法令その他により登録、許可又は検査を要する

場合は、登録、許可又は検査前に甲に協議の上甲に内示を求め、その手続きを完了しな

ければならない。目的物が据付けその他附帯工事を伴うときは、乙は、甲の監督指示を

受けこれに従わなければならない。

第３条　前条の規定による甲の検査に合格しないものがあったときは、乙は、甲の指定す

る期限内に取り替え、又数量等に不足部分があるときはこれを追納し、さらに甲の検査

をうけなければならない。この場合第７条の規定に従い、乙は、甲に違約金を支払うも

のとする。

第４条　第２条第２項に規定する検査までの間に起こった損害は、甲の責任に基づくもの

のほか、乙の負担とする。ただし、甲の不注意又は天災地変その他やむを得ないものと

甲が認めた場合においては、甲は、乙の負担を免除することができるＯ

第５条　乙が第２条及び第３条の規定により目的物を甲に納入するに必要なすべての費用

は、乙の負担とする。

第６条　乙が納入した物品が１年以内に甲の不注意によることなく破損し又は故障を生じ

たとき、若しくは隠れた瑕疵を発見したときは、甲は、取替え又は補修の要求をするこ

とができるものとする。この場合費用は乙が負担し、甲が指定する期限内に行なわなけ

ればならない。もし乙がこれを行わないときは、甲がこれを代行し、その費用は乙が負

担するものとする。

第７条　乙が納入期限内に契約の履行を行わないときは、乙は、甲に対し違約金を支払う

ものとする。この場合の違約金は、期限の翌日から起算し１ 則こつき未納物品の代金に

対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24 年法律第256 号）第８条に規定

する率で計算した金額を支払います。

石
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第８条　乙は、天災地変、その他特別の事由によって納入期限の履行ができないときは、

乙は、遅延理由の発生後直ちに甲に対し履行の延期を要求することができる。この場合

甲が正当と認めたときは、その日数に限り乙の違約金の支払を免除することができるも

のとする。

第９条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、任意にこの契約を解

除し契約保証金を取得することができるものとする。この場合甲は、乙の既納の目的物

を現状有姿のままで乙に返還するほか何等補償の義務を負わないものとし、乙は、これ

について一切異議なきものとする
Ｏ

（1 ）特別の理由がなく、納入期限内に契約の履行ができる見込みがないとき又は契約を

履行しなかったとき
Ｏ

（2 ）乙に誠意がなく、完全に契約を履行する見込みがないとき。

（３）納入に関し不正の行為があったとき。

（４）乙が次のいずれかに該当するとき。

（ア）役員等（乙が個人である場合にあってはその者を、乙が法人である場合にあって

はその法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう
Ｏ
）が暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成 ３年法律第７７号。以下「暴対法」

という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の構成員（暴

対法第２条第６号に規定するもの。以下「暴力団員」という。）であると認められる

とき。

（イ）暴力団員でなくなった日から５年を経過しないと認められたとき。

（ウ）自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目

的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

（エ）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的

若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者と認められると

き。

（オ）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者と認められる

とき。

（ヵ）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者と認められる

とき。

（キ）前各号のいずれかに該当する者が乙の経営に実質的に関与していると認められる

とき。

（５）その他この契約に違反したとき。

第１０条　乙は、第７条及び前条に定めるもののほか、第１条に定める期日及び目的物に

ついて、甲の買入目的を阻害し甲に損害を与えたときは、自己の責務において第７条に

定める違約金のほか該当目的物の購入にかかる国庫、県その他からの補助金、交付金、

負担金、寄付金等の甲の収支予定額その他損害額に相当する以上の甲の定める損害賠償

額を甲に支払わなければならない。

第１１条　売買代金は、甲の検査完了後乙が適正な請求書を提出した日から３０日以内に

甲は武雄市役所において乙に支払うものとする。

第１２条　甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙と協議の上契約を変更し又は

解除することができる。

（１）行政目的上やむを得ないと認めるとき。
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（２）物品の品質、規格等について使用に適しないと認めたとき。

第１３条　甲は、契約保証金の還付について乙が契約を完全に履行した後、武雄市財務規

則の規定により直ちに還付するものとする。

２　契約保証金には利息は付さない。

第１４条　乙は、甲の承認を得ないでこの契約に関する権利義務を他に譲渡し又はその履

行を委任し及び請け負わせ、並びに担保に供することはできない。

第１５条　前各条に定めるもののほか契約の履行について必要な事項は、武雄市財務規則

の定めるところによる。

第１６条　この契約について疑義を生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。

上記契約の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各１通を保有する。

平成２６年１月２７日

甲

乙

佐賀県武雄市武雄町大?1qSje 鰐431

武雄市長 樋渡 啓qEΞﾐﾘ 慘

Ｅｐｌri'･

佐賀県武雄市北方町志久５８３

北方多看板センター　西村　晃
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物　品　名

銘柄、型式

規格、構造

形状、寸法

数量 単　価 金　　額 備　考
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横断幕 6000×900 ７ 31,500 220,500

駅構内看板 5000×600 １ 31,500 31,500

懸垂幕 900×6000 ２ 31,500 63,000

設置撤去（簡易） ５ 5,250 26,250

//　（野立て） ４ 52,500 210,000

のぼり旗 1800×450 100 1,281 128,100

旗さお 100 367.5 36,750

副賞パネル １ 8,400 8,400

捨て看板 1500 ×450 100 1,134 113,400

丶

４ｙ

ｉ

ｉ

４

合　　計 837,900
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案内横断幕等の購入に係る仕様書

１。納入期限

契約締結後～平成２６年２月２１日

２。撤去期限

平成２６年３月２４日～平成２６年３月２８日

３。納入場所

横断幕（6000 ×900 ）

横断幕（5000 ×600）

懸垂幕（900×6000 ）

のぼり旗（1800 ×450)

旗さお

副賞パネル

捨て看板（1500×450)

４，撤去場所

横断幕（6000×900 ）

横断幕（5000×600 ）

懸垂幕（900×6000 ）

武雄市役所（本庁）３階ベランダ

山内支所

北方支所

かわのぼり保育園

武雄温泉駅北口駐車場

旧ＪＡ若木支所駐車場

武雄市図書館植栽

武雄温泉駅観光案内所市民ギャラリー

武雄温泉物産館

武雄市観光課　　　　　　　卜

武雄市観光課

若木ゴルフ

若木公民館

武雄市役所（本庁）３階ベランダ

山内支所

北方支所

かわのぼり保育園

武雄温泉駅北口駐車場

旧ＪＡ若木支所駐車場

武雄市図書館植栽

武雄温泉駅観光案内所市民ギャラリー

武雄温泉物産館
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契約種類
－

業務名称

業務場所

請 負 者

今

請

金

回

求

額

検　　 査

年 月 日

検
　

査
　

所
　

見

年　 月　 日尨行

係　長

随意契約

案内横断幕等の購入

武雄市内

隘

ｙ　ｊ

箟

欹

＿ 　 ｆ ｒ j ° ･

永 ・10 ・5 ・1

員

。.S,●

夕

㎜

Ｗ

文書番号

請負金額

期　　 間

住　所|武雄市北方町大字志久5  8 3 7  -3

氏　名|北方看板センター

請　負　金　額

出 来 高 金 額

九　　分　　金

前払金控除額

出来高支払額

差 引 支 払 額

自

一

至

Ｉ
　

Ｊ
Ｉ

。

Ｉ
Ｉ

、
し

Ｉ
、
。

’

837,900 円|| 出来 高金 額

仕様書に基づき、検査した

結果、業務の完了を認める。

業
　

務

平成26年3月28 日

概
　

要

仕様書 のとおり

上記のとお り監督・検査・確認しました。

監督者

検査者

職氏名

職氏 名

出来高宍

武市観　　第　215　 号

＼837,900 円

平成26年1月27 日

平成26年3月28 日

¥837,900

¥837,900

％

㎜％

－
％

㎜％

四％

確認者 職氏名

観光課
主任　松尾　千春

観光課
課長　秀島　―喜

観光課

係長　秋月　義則

二・゜ ●゛●
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業　務

武雄市長　樋渡啓祐　様

してよろしい か

平成２６年３月２８日

ら
刀 二 丁　報　告　書

北方看板センター　 西村

横断幕等を撤去し、業務を完了しましたのでご報告します
Ｏ



納　入

武雄市長　 樋 渡啓祐　 様

と

九 丁　報

別紙の通り納入しましたのでご報告します。

yT卜
口

平成 ２６年 ２月２１日

圭

四

北方看板センター　 西村　 晃
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武雄温泉駅観光案内所市民ギャラリー

山内支所



η 1 ･ 』 ､ : 、 .

北方支所

F両 I ･μ ' a 、 I . 。

｀ゆ･

１ 工 I゛

J ･ 1 喞 ″’‘ I ＾ 1
゛

● M’々 1’

旧JA 若木支所駐車場



， 4叺 ゛

ｔ
４
ハ

ー

’
Ｉ̈

Ｉ

丶`
ヽ
丶

武雄市役所本庁

ブ ノ )

I I . 　 ･ n l ●

¢ ﾉ ｺ ﾞ

. ･ i : ' S ･ ･ ･ i ･ 1 j ｢● . . ' I .

武雄温泉駅北口駐車場

Nぐ

‘
丶

「

ａ

～

丶
丶

S.

.　●丶I

丶

丶､．

丶、

言・
．●冫1.’

丶I.

气１

．’ 丶

丶

ゝ
丶

ゝ

丶丶

丶、．

丶 . I ‘

Ｘ

ぺ 心 ，

. ･ . ? I ｀

- . . 1 .

バ ノ i



戝ﾉ ］

4

1

●･.g　l.J-

り
　
　

’
ｔ
　
　
　
　

冬

季

Ｉ゙
ゼ

’

″
’
よ
㈹

｀
　

い
七
…
…
　

―
’ 」

Ｅ
一

匸

？
　
　

ｌ

卜
ｙ

’`『
こ
し
‘‐

’
　

ｊ

卜

。

’
‘

4卜

， － ． -ｉ  ･ ． 桷 ･ ｀

， 1 ! . ● ● ● I 　 丶 ･

４ ･‘ ４〃

ヶﾐﾒ1

･･.　　　　 ’･,气..･.’75

．` ご･ ｔ ｌ

ｉ ｌ　 ミ

武雄市図書館植栽

Ｉ
Ｉ

Ｉ
ｅ

－

４ ¢ 桷 ●

．  ･ ｐｊ ｉ ･ ．． 』 ・ ・  ･ ･ ･ ’ ･ ‘ ’

，

● － ． ゛ ｀ １

●● ・ ，“ ･ ･ Ｉ 。 ． ●● ．・ ． ●Ｉ ‘ ． ． , １

． ． ｉ ； ･ ， : で . . ･ 　 ･ . . : ･ : ･ ゛ i ･ ～ ・ I I ･ ゛ W ‥ ペ ー

： - - - ． ｜ ． ミ Ｉ Ｉ ･ ●： 　 Ｉ ・ 　 Ｉ ･

T ﾎﾟｲ

|IT-P01NT LADIES GOL卩0詢μＭ

･日 皿

田

リ

ﾝﾄﾚ ﾃﾞｨｽ ｺﾞﾙﾌﾄｰﾅ ｊ

㎜=|

.跏 -

． ４ ' - ． - ･

2 014

.

3

.

ﾇ

'I･i　､ ●ti . = ､ヽ ==

賞パネル

｀ で ｌ ミ を
冫-

『

SI.、　 ＿｡
－ 一一 ヽ

こ
’
４ ″φ゛｡ ‘ ｀

ｘ ゛ －

・

’

。夕

。

い

丶

｀t べ

Λ ｊ

丶



ｌ

。

丶

1

1

1

1

一 一 一 ‥ －

捨て看板

・ ･ S ● ・

－ ぺ

.

･ ; '

ご
I .

･
,
= j ; J t . : , S ･ 4 j -゜ .丱 ; : 1 - l ? : ; = j , = , = . . = ･ ･ ･ , = ･ ' j ; : : ﾌﾌ ﾟ 7 j 7 ･ , . l i  . , ; i ･ ･ i l゛ '゛ : ゛ , J , 7 j l l . ; , ' . = ･ ･  . : ･ 4 : ･ 4 = ｡ t ;

で !
｀

こ ' , j ' , 4 1 : I
回 じ ﾌ ﾟ

ﾀ ﾞ ｿ ｹ

ど ﾌ ﾞ j …

…
…

に ﾉ
匸

ｿ ﾞ ﾝ ﾃ ﾞ j j 1万 j j j : j

万

万 j , : : ' j y = !

犲 几 万 言 七 球 三ﾔ ﾌﾞﾆﾚ:

，
ご 二 三 ﾌﾟ:ﾉ ｺﾞ …

…
ミ

ノ ☆j ' ﾀﾞﾝｹl
……

…

…1
｀

こﾐCj7111t .ij17

齡 司 匸;(',; 匸===: ……に 。，･･･ ｿﾞ尽 …… ，……. t゙い ≪ …… ……匸 ………yy …… …… …jダ ≒ﾔ｡lji,:=1,i111‘ でj

⑤ 剔 昌 ≒( 昌 三 ご 琵 匸 ∠ よ
了 ご 。 二

万'J;l;で` ﾔﾓIJ､｡j
。-)71。‘｡!J,?,ヽ: ,゙ I U

亠 ｉ



－
…

‥
一

一

7－
1

こ
･

ｃ
ｃ

･

こ
j

（
:⊃

く
⊃

L
ｒ

，ヽ
こ

寸

●丶
　

　
枦丶

　
　

９丶

｀
･で

’
ｃ
ｏ

 
Ｉ
ｒ

i

び
’ヽ
い

二こ
冫

？
一
一

1

o
ｃ

ｃ
ｃ

･
ｏ

ｃ
･

こ
○

こ
○

こ
･

ｏ
Ｑ

ｃ
こ

こ

ｃ
Ｏ

t
こ

○
こ

ｃ
こ

こ

１゙
．

　
．戸

･
　

　
鼻

　
　

舮●
　

　
ｓ

　
　

皋`
.
　

・
　

　
l
･

○
つ

Ｃ
Ｌ
ｎ

ｏ
ぐ

ヽ
I
L

ｒ
，

Ｑ
Ｏ

ｒ
－

1
　

ぐ
･ｆ
｀

,
s
･
ぷ
５

ぐ
９

　
こ

　
ぐ

こヽ
l
　ぐ

r
｀

s

ぐ
こヽ

1
　

　
　

　
　

（
丶

:
い

・
祠

１丶

こＣ
Ｏ

こｙ
－

4

に
冫

こ
冫

こ
冫

Ｃ
Ｏ

ｃ
二
冫

む

ぐ
･

ｑ
 

Ｌ
ｒ

丶

ぐ
ｑ

ｃ
ｒヽ

，ヽ

こ
〉

こ
冫

こ
冫

こ
こ

⇔
こ

こ
こ

j
ｇ丶
．

　
叺

　
　

丶
s
　

　
ふ

○
廴

r`
丶

○
宀

び
丶

　
　

　
ば

丶`

こ
）

4
こ

Ｃ
冫

こ
･

ぐ
ゾ

丶

4こ

こ
･

c
⊃

Ｃ
冫

ｃ
･ｒ

｀
i

｛｝ｄΞ一

Ｃ
冫

ｙ
－

4

こ
冫

Ｃ
冫

tこ
?

?－
!

こｄつ7－
･
l

Ｃ
）

Ｑ

c
⊃

Ｌ
r
ヽ

;

こ
S

ぐ
｀
ｑ

こ1
－

4

(こ卜
-

Ｓに・ぷつ（徊）　傾倒」仭爿　に驚叙-４） Ｘ.畷Ｆ拓】

ヰＱ
Ｏ

こぐ
丶

1

1

り
冫

ぐ
ｒ

丶

１

'埣

Ｌ
r
｀

1

c
へ

こ
･

Ｘ

嵋ヽ

μ
-

，

噐呂こや尽富

ド

］？
-
1

罵ぐ
哨

回
l

Q
こ

S

l卜

匸珊肺宍詼べ禍卦べ旨七百製嘱

：’ 〈’」．蔗六ヽおに毎齟⊃代≒

丶
I

丶

丶
丶

．

廴
ｒ

i

c
･

ヽ
1

凛

冫
こ

;

？乏

夕Ｅ母m

?
-
-
4

ぐ
｀

r
｀
丶

岸類珊

（珊驟皿　⇔吊咋χ目輿）靡鄒りに命

郷嫗珊

亠、冊ｙへ絋迴

匐恥総

Ｉ小や亠、へ（こ雰津χ目乖玉総ご柵苔

（巾呀９？徊靭嫗刑纈・㈲刻

（弗呀徊嚀胞匈々べλＨ叺）麒椹輜・㈲刻

丿小や亠、叭
・
含尽政×自富玉辟㈲纈

（００９　ＨＸ目尼笆£笨跖

１心や亠、叭‥｛こ§｝」 ｛×目自匳｝贍朏卑

ここ　い″冷幌吩

ぐ
ｒ`

ｉ

ｃ
Ｏ

寸こ？
－

｛

c
ｒ`

丶

ｃ
Ｏ

マ

こ１
－
－

1

ぐ
｀

’
;
l

へｃ
r

丶

こ

｀
丶

‘
、

Ｑ

･ご
｀

ヽ
こ

1

。卜価七口「Ｊ丑偽屈服ご宗９況吩

。もに価二初句や匈筱号何個滯

Ｓ　Ｓ　一　　１１４Ｓ‐Ｉ丶Ｆｔ丶Ｓ　　　」ＩＩＩ丶一　―　　丶・ｆ　Ｉ

丑偉朏學躑齠越接細嘱

|卜

ごでＩ１口器鷯匐

L
S
9
 
1
.
-
9
8
6
-
3
S
0
 
1
ﾖ

１
（

郢
函

珥
）Ｏ

，


	page46
	page47
	page48
	page49
	page50
	page51
	page52
	page53
	page54
	page55
	page56
	page57
	page58
	page59
	page60
	page61
	page62
	page63
	page64
	page65
	page66

